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通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション 

に関する重要事項説明書 

 

１．施設の概要 

１）施設の名称など 

・法人名   医療法人社団宝徳会 

・施設名   ケアセンター池田の街通所リハビリテーション 

・管理者名  施設長 小山 澄美子 

・開設年月日 平成 17 年 4月 1 日 

・介護保険指定番号 2254280090 

・所在地   静岡県静岡市駿河区池田 185-1 

・電話番号  054-267-2211 

・FAX番号   054-267-2700 

・ホームページURL http://www.houtoku-kai.or.jp/ 

 

 ２）関連病院 

 ・法人名   医療法人社団宝徳会 

・病院名   小鹿病院 

・管理者名  院長 中村 拓郎 

・病院種別  医療保険型療養病床 

・診療科目  内科・リハビリテーション科 

・病床数   148 床 

・開設年月日 平成 7年 5 月 1日 

 ・所在地   静岡市駿河区小鹿 1633 番地 1 

 ・電話番号  054-264-8000 

 ・FAX 番号  054-264-8282 

  

３）通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目的と運営方針 

通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションは、看護、医学的管理の下での介護

や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護サービスを提供することで、利用

者がその有する能力に応じ、可能な限り長く居宅での自立した日常生活を営むことができるように

することを目的とします。 

 

この目的に沿って、当施設では、以下のような運営方針を定めています。 

 

［ケアセンター池田の街通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの運営方針］ 

① 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、

排泄、食事等の介護その他必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の

心身の機能の維持並びに利用者の親族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう努めます。 

② 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って通所リハビリテーシ

ョン及び介護予防通所リハビリテーションサービスの提供に努めます。 
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③ 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係

市町と綿密な関係をはかり、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの

提供開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健福祉サービスを利用できるよう必要

な援助に努めます。 

④ 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすこ

とができるようサービス提供に努めます。 

⑤ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又は契約者に対して療養上必要な事項

について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう

努めます。 

 

４）施設の職員体制（通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション） 

 常 勤 非常勤 業 務 内 容 

医  師 1(兼務)  
医学的評価・日常健診・利用者、職員の健康管理･協力

病院との連携 

看護職員 1 以上  生活障害評価・介護サービス計画の作成・看護・介護

等 介護職員 4 以上 1 以上 

支援相談員 1(兼務)  
利用者、親族からの相談援助・苦情処理・市町との連

携・レクリエーションの計画等 

理学療法士 1 以上(兼務)  

リハビリテーションプログラムの作成 

機能訓練の実施指導 

作業療法士 1 以上(兼務)  

言語聴覚士 1(兼務)  

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ師 1(兼務)  

管理栄養士 1(兼務)  献立の作成・栄養管理・指導等 

事務職員 1(兼務)  保険請求・庶務等一般事務 

介護助手  1 身体介護以外の利用者援助や環境整備等 

運転手  2 以上 送迎車の運転 

 

４）通所定員等 60名 

 

２．サービス内容 

① 通所リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の立案 

② 送迎サービス 

③ 食事サービス 

④ 入浴サービス 

⑤ 健康チェック 

⑥ 介護サービス 

⑦ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑧ 生活指導・相談援助サービス 

⑨ 行政手続代行 

⑩ その他  

※これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありま
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すので、具体的にご相談ください。 

 

３．営業日及び営業時間、サービス提供時間 

１）営業日 

毎週月曜日から金曜日までの 5 日間を営業日とします。ただし法令で定められた休日及び年末年始

（12 月 30 日から 1月 3日）は除きます。 

 

２）営業時間 

  営業時間は午前 9時 00 分から午後 5 時 00分とします。 

 

 3）サービス提供時間 

  サービス提供時間は、午前 9 時 45 分から午後 4 時 00分とし、通所リハビリテーションの所要時間

は 6時間以上 7時間未満とします。また、利用者の心身の状況等によっては時間を短縮して提供す

ることがあります。なお、時間延長サービスについては対応不可とします。 

介護予防通所リハビリテーションの所要時間は、個々の利用者の希望、心身の状態等を踏まえ、当

施設の設定するプログラムの時間及び内容等を利用者に説明し、同意を得た上で選択します。 

 

４．介護サービス費（ご利用者負担分）のご案内 

●4－1 通所リハビリテーション費について（通常規模） 

項  目 区  分 1 割負担 2 割負担 備  考 

①通所リハビリ費 

サービス提供時間 

6 時間以上 7時間未満 

要介護 1 802 円/日 1,604 円/日 

※ひと月あたり平均延人数の 

増加により減額する場合あり 

要介護 2 954 円/日 1,907 円/日 

要介護 3 1,101 円/日 2,201 円/日 

要介護 4 1,276 円/日 2,551 円/日 

要介護 5 1,447 円/日 2,894 円/日 

②通所リハビリ費 

サービス提供時間 

5 時間以上 6時間未満 

要介護 1 698 円/日 1,396 円/日 

※ひと月あたり平均延人数の 

増加により減額する場合あり 

要介護 2 828 円/日 1,656 円/日 

要介護 3 956 円/日 1,912 円/日 

要介護 4 1,107 円/日 2,215 円/日 

要介護 5 1,256 円/日 2,513 円/日 

③通所リハビリ費 

サービス提供時間 

4 時間以上 5時間未満 

要介護 1 620 円/日 1,241 円/日 

※ひと月あたり平均延人数の 

増加により減額する場合あり 

要介護 2 720 円/日 1,440 円/日 

要介護 3 819 円/日 1,638 円/日 

要介護 4 947 円/日 1,894 円/日 

要介護 5 1,074 円/日 2,147 円/日 

※地域加算（1単位＝10.33 円）、介護職員等処遇改善加算Ⅰ（8.6％加算）による端数処理を行いますの

で実際の請求には差異が生じます。 

 

●4－2 介護予防通所リハビリテーション費について 

項 目 区 分 1 割負担 2 割負担 備    考 
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①予防通所リハビリ 1 要支援 1 2,544 円/月 5,089 円/月 
利用ひと月あたり 

②予防通所リハビリ 2 要支援 2 4,743 円/月 9,486 円/月 

※地域加算（1単位＝10.33 円）、介護職員等処遇改善加算Ⅰ（8.6％加算）による端数処理を行いますの

で実際の請求には差異が生じます。 

 

●4－3 加算項目等について（原則として算定する項目には〇印してあります） 

項  目 1 割負担 2 割負担 備  考 

1～2 時間で PT/OT2 名以上配置 34 円/日 67円/日 

いずれかを加算 

リハビリ提供体制加算 3～4時間 13 円/日 27円/日 

リハビリ提供体制加算 4～5時間 18 円/日 36円/日 

リハビリ提供体制加算 5～6時間 22 円/日 45円/日 

〇リハビリ提供体制加算 6～7 時間 27 円/日 54円/日 

〇入浴介助加算Ⅰ 45 円/回 90円/回 
 

入浴介助加算Ⅱ 67 円/回 135 円/回 

リハマネ加算イ 6 月内 628 円/月 1,256 円/月 

いずれかを加算 
リハマネ加算イ 6 月超え 269 円/月 538 円/月 

〇リハマネ加算ロ 6月内 665 円/月 1,330 円/月 

〇リハマネ加算ロ 6月超え 306 円/月 613 円/月 

〇短期集中リハビリ実施加算 123 円/日 247 円/日  

生活行為向上リハ実施加算 6 月内 1,402 円/日 2,805 円/日  

栄養アセスメント加算 56 円/月 112 円/月  

栄養改善加算 224 円/回 449 円/回  

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ 22 円/回 45円/回 
 

〇口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ 6 円/回 11円/回 

口腔機能向上加算Ⅰ 168 円/回 337 円/回 
 

口腔機能向上加算Ⅱ 179 円/回 359 円/回 

重度療養管理加算 112 円/日 224 円/日 指定状態のとき 

〇中重度者ケア体制加算 22 円/日 45円/日  

〇科学的介護推進体制加算 45 円/月 89円/月  

送迎未実施減算 －53 円/回 －105円/回 片道につき減算 

社会参加支援加算 13 円/日 27円/日  

〇サービス提供体制強化加算Ⅰ 25 円/日 49円/日 職員のうち介護福祉士等の割

合に応じていずれか加算 サービス提供体制強化加算Ⅱ 20 円/日 40円/日 

予防生活行為向上リハ実施加算 6月内 630 円/月 1,261 円/月  

予防利用後 1年超え 支援 1 －135 円/月 －269 円/月 
 

予防利用後 1年超え 支援 2 －269 円/月 －538 円/月 

予防栄養アセスメント加算 56 円/月 112 円/月  

予防栄養改善加算 223 円/月 446 円/月  

予防口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ 22 円/月 45円/月 
 

〇予防口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ 6 円/月 11円/月 
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予防口腔機能向上加算Ⅰ 168 円/月 337 円/月 
 

予防口腔機能向上加算Ⅱ 179 円/月 359 円/月 

〇予防科学的介護推進体制加算Ⅰ 45 円/月 89円/月  

〇予防サ提供体制強化加算Ⅰ 要支援 1 98 円/月 196 円/月 

職員のうち介護福祉士等の割

合に応じていずれか加算 

〇予防サ提供体制強化加算Ⅰ 要支援 2 196 円/月 393 円/月 

予防サ提供体制強化加算Ⅱ 要支援 1 80 円/月 161 円/月 

予防サ提供体制強化加算Ⅱ 要支援 2 161 円/月 321 円/月 

※ご利用状況及び施設の体制状況等により、上記の通所リハビリテーション費（●4－1）又は介護予防

通所リハビリテーション費（●4－2）に加算します。 

※地域加算（1単位＝10.33 円）、介護職員等処遇改善加算Ⅰ（8.6％加算）による端数処理を行いますの

で実際の請求には差異が生じます。 

 

５．介護サービス費以外の利用料金表について 

●5－1 その他利用者の選択による利用料金表（消費税込み） 

項  目 料  金 備  考 ○選択 

食費（非課税） 710 円/日 食材料費と調理費相当  

おやつ代（非課税） 60円/日 食材料費と調理費相当  

日用品費（非課税） 130 円/日 ティッシュ・おしぼり・シャンプー等  

養娯楽費（非課税） 100 円/日 レクリエーション材料代等  

おむつ代（非課税） 55円～110円/枚  都度 

文書料 5,500 円～11,000 円 健康診断書など 都度 

行事費 実費相当分 各種イベント等に参加された場合 都度 

諸手続き手数料 3,300 円 情報開示、領収書再発行の手続きなど 都度 

コピー代 55～110円 白黒またはカラーによる実費 都度 

※食費（昼食）及びおやつ代について、営業日前日の午後 5 時以降にサービス利用中止の連絡を受けた

場合には、食事キャンセル料を徴収させていただきます。 

 

６．通常の送迎の実施地域 

通常の送迎の実施地域は静岡市（旧由比・蒲原地区は除く）とします。 

 

７．協力医療機関等 

１）協力医療機関の名称及び住所等 

当施設では、下記の医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対

応をお願いするようにしています。 

協力医療機関 

名  称  静岡済生会総合病院 

住  所  静岡市駿河区小鹿 1丁目 1番 1号 

電話番号  054-285-6171 

２）緊急時の連絡先 

入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は利用者及び契約者が指定するものに対

し、緊急連絡します。 
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８．介護認定の区分変更 

１）通所リハビリテーションを利用している要介護の利用者が、認定区分の変更により要介護以外の

認定を受けた場合は、その要介護認定の期限を持って通所リハビリテーションの利用を終了とし

ます。 

２）介護予防通所リハビリテーションを利用している要支援の利用者が、認定区分の変更により自立

の認定を受けた場合は、その要支援認定の期限を持って介護予防通所リハビリテーションの利用

を終了とします。 

 

９．施設利用に当たっての留意事項 

 ① サービス利用に際し、ご利用前の自宅での体調等についてお伺いさせていただきます。その症 

状、状況等により感染性疾患を疑う場合には、他への伝播を防止するため、ご利用を中止させて

いただくことがあります。 

② 飲酒・喫煙は原則禁止です。 

③ 利用者の火気取扱いは禁止とさせていただきます。 

④ 設備・備品の利用方法等がお分かりになられない時は職員にお尋ね下さい。 

⑤ 所持品・備品等の持ち込みについては職員にご相談の上ご持参下さい。また、持ち物には必ず名

前をお付けください. 

⑥ 多額の金銭・貴重品はお持ちにならないでください。小額でも持ち込む場合は原則として利用者

及び利用者の親族が管理し盗難や紛失に留意してください。万一紛失の際、施設は責任を負いか

ねます。 

⑦ 他の利用者に対しては物品・食品等の提供を絶対になさらないでください。 

⑧ 施設や職員に対して金品・謝礼等のお心付けは固くお断りしています。もし、お持ちになられて

もお受取りできない規則としています。 

 

10．日常災害対策 

 １）防災設備 

 消火器、消火栓、避難用器具 

 ２）防災訓練 

 法律で定められている年 2回の訓練を実施しています。 

３）エレベーター点検 

 毎月１回の遠隔点検及び 3ヶ月ごとの実地点検を行っています。 

 

 

11．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して通所していただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、ペッ

トの持ち込み、他利用者への迷惑行為、特定の政治活動」は禁止します。 

 

12．要望及び苦情等の相談について 

１）要望や苦情などがございましたら下記の体制で受付けします。 

① 当施設には支援相談の専門員として支援相談員、看護職員、介護職員又は医師等職員が勤務して
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いますので、お気軽にご相談ください。 

 

② 直接下記の相談窓口へ申し出ていただく事もできます。 

苦情受付担当者 支援相談員 054-267-2211 

静岡市の窓口 静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課 054-221-1088 

国保連の窓口 静岡県国民健康保険団体連合会 054-253-5590 

２）即時対応ができない事項につきましては、利用者又は苦情申立者との話し合いの場を設け、検   

討していきます。 

３）具体的対応をとり、利用者又は苦情申立者より了解を得られますよう努力します。 

 

13．第三者評価の実施の有無 

 福祉サービス第三者評価事業は、利用者又はその家族に対し、利用者のサービス選択に資するとされ

ています。 

 ①第三者評価実施の有無：なし 

 ②実施した直近の年月日：なし 

 ③実施した評価機関の名称：なし 

 ④評価結果の開示状況：なし 

 

14．個人情報の利用目的 

利用者の尊厳を守り安全に配慮する理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下

のとおり定めます。 

 

１）利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的〔当施設での利用目的〕 

① 当施設が利用者等に提供する介護サービス 

② 介護保険事務 

③ 介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

・入退所等の管理 

・会計・経理 

・事故等の報告 

・当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 

 ２）利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

① 当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携（サ

ービス担当者会議等）、 照会への回答 

・利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

・検体検査業務の委託その他の業務委託 

・親族等への心身の状況説明 

② 介護保険事務のうち 

・保険事務の委託 

・審査支払機関へのレセプトの提出 



令和 6年 6月版 

 

 

8 

・審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

③ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

３）その他の利用目的〔当施設での利用に係る利用目的〕 

① 当施設の管理運営業務のうち 

・医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

・当施設において行われる学生の実習への協力 

・当施設において行われる事例研究 

 

４）その他の利用目的〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

① 当施設の管理運営業務のうち 

・外部監査機関への情報提供 


